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　国
民
健
康
保
険
で
は
、
被
保

険
者
の
疾
病
の
予
防
・
早
期
発

見
お
よ
び
早
期
治
療
に
役
立
て

る
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
検

し
た
場
合
の
費
用
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

《
助
成
額
》

　
検
査
費
用
の
１
／
２

　
（
上
限
２
万
円
）

《
申
請
の
要
件
》

・
八
街
市
国
民
健
康
保
険
に
１

　
年
以
上
加
入
し
て
い
る
こ
と

・
40
歳
以
上
75
歳
未
満
で
あ
る

　
こ
と

・
八
街
市
国
民
健
康
保
険
税
を

　
完
納
し
て
い
る
こ
と

・
受
検
予
定
の
年
度
の
特
定
健

　
康
診
査
を
受
診
し
て
い
な
い

　
こ
と

・
受
検
予
定
の
年
度
内
で
人
間

　
ド
ッ
ク
の
助
成
を
う
け
て
い

　
な
い
こ
と

　
以
上
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
方

《
指
定
医
療
機
関
》

・
八
街
総
合
病
院

・
成
田
赤
十
字
病
院

・
国
保
旭
中
央
病
院

・
ち
ば
県
民
保
健
予
防
財
団

・
聖
隷
佐
倉
市
民
病
院

・
山
王
病
院

・
浅
井
病
院

・
千
葉
社
会
保
険
病
院

・
四
街
道
徳
洲
会
病
院

・
井
上
記
念
病
院

《
申
請
に
必
要
な
も
の
》

・
八
街
市
国
民
健
康
保
険
被
保

　
険
者
証

・
印
か
ん

《
助
成
の
受
け
方
》

・
助
成
を
希
望
す
る
方
は
、
医

　
療
機
関
な
ど
で
受
検
す
る
際

　
に
、
承
認
書
を
提
出
す
る
必

　
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず

　
受
検
前
に
申
請
を
し
て
く
だ

　
さ
い
。

・
指
定
医
療
機
関
で
受
検
す
る

　
場
合
、
承
認
書
を
提
出
す
る

　
こ
と
で
窓
口
で
の
負
担
が
少

　
な
く
な
り
ま
す
。

・
指
定
以
外
の
医
療
機
関
で
受

　
検
す
る
場
合
、
一
度
費
用
全

　
額
を
支
払
っ
て
い
た
だ
き
、

　
償
還
払
い
の
請
求
を
す
る
必

　
要
が
あ
り
ま
す
。

《
注
意
》

・
承
認
書
の
郵
送
に
は
１
〜
２

　
週
間
程
か
か
り
ま
す
の
で
、

　
余
裕
を
も
っ
て
申
請
し
て
く

　
だ
さ
い
。

・
申
請
の
際
に
は
医
療
機
関
名

　
や
日
に
ち
な
ど
の
確
認
を
し

　
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
な
ど

　
へ
事
前
に
人
間
ド
ッ
ク
の
予

　
約
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
25
年
度
に
限
り
、

　
上
記
要
件
を
満
た
し
て
い
る

　
方
は
人
間
ド
ッ
ク
受
検
後
で

　
も
助
成
の
申
請
が
で
き
ま
す

　
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
国
保
年

金
課
☎
４
４
３
│
１
１
３
９
へ
。

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
市
で
は
、
平
成
26
年
４
月
１

日
付
け
で
採
用
す
る
職
員
の
採

用
試
験
（
第
１
次
試
験
）
を
平

成
25
年
度
印
旛
郡
市
職
員
採
用

共
同
試
験
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、
印
旛
郡
市
職
員
採
用

共
同
試
験
の
受
験
申
し
込
み
は
、

１
市
町
に
限
り
ま
す
。
併
願
が

判
明
し
た
場
合
は
、
失
格
と
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
共
同
試
験
の
申
込
書

な
ど
は
５
月
下
旬
か
ら
総
務
課

で
配
布
す
る
予
定
で
す
。

〈
採
用
予
定
職
種
お
よ
び
人
数
〉

・
一
般
行
政
上
級
　
8
人
程
度

〈
受
験
資
格
〉

・
昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平

　
成
４
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
方

　
（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

・
平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
に

　
生
ま
れ
た
方
で
、
学
校
教
育

　
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大

　
学
を
除
く
）
を
卒
業
し
た
方

　
（
平
成
26
年
３
月
ま
で
に
卒

八
街
市
職
員
採
用
試
験
【
一
般
行
政
上
級
】

　
　
業
す
る
見
込
み
の
方
を
含

　
　
む
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
受
験
で
き
ま
せ
ん

①
日
本
国
籍
で
は
な
い
方

②
成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保

　
佐
人

③
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

　
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、

　
ま
た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

　
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
方

④
日
本
国
憲
法
ま
た
は
そ
の
下

　
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で

　
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る

　
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成

　
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し

　
た
方

〈
第
1
次
試
験
〉

　
（
印
旛
郡
市
職
員
採
用

　
　
　
　
　
　
　
共
同
試
験
）

と
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
７
月
28
日
㈰
　
　
　
　
　
　

　
受
　
付
　
午
前
８
時
30
分
〜

　
試
　
験
　
午
前
10
時
〜

と
こ
ろ

　
東
京
学
館
高
等
学
校
ま
た
は

　
千
葉
敬
愛
高
等
学
校

〈
第
2
次
試
験
〉

　
第
１
次
試
験
合
格
者
に
通
知

　
し
ま
す
　

〈
受
付
期
間
〉

　
６
月
４
日
〜
６
月
21
日

　
午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
15
分

　
　
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

　
※
郵
送
の
場
合
は
　
　
　
　

　
　
　
　
６
月
21
日
消
印
有
効

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
総
務
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
３
へ
。

　
当
市
以
外
の
市
町
な
ど
を
受

験
さ
れ
る
方
は
、
印
旛
郡
市
広

域
市
町
村
圏
事
務
組
合
、
ま
た

は
直
接
受
験
希
望
市
町
な
ど
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
印
旛
郡
市
広
域

市
町
村
圏
事
務
組
合
管
理
課
☎

4
8
5
│
0
3
9
7
へ
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　http://www.i-kouiki.com/

　身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
交
付

を
受
け
て
い
る
方
と
生
計
を
一

緒
に
し
て
い
る
方
は
、
軽
自
動

車
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
こ
の
減
免
申
請
は
、
毎
年
申

請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

平
成
25
年
度
分
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必

ず
５
月
24
日
ま
で
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。  

　

　
た
だ
し
、
障
害
の
内
容
な
ど

に
よ
り
、
減
免
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
平
成
25
年
度
軽
自
動
車
税
納

　
税
通
知
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

・
運
転
免
許
証

・
印
鑑

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
課
税
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

軽
自
動
車
税
減
免
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

　
市
で
は
、
多
重
債
務
（
消
費

者
金
融
借
入
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
な

ど
）
に
よ
り
、
市
税
な
ど
の
納

付
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
方

を
対
象
に
、
弁
護
士
に
よ
る
無

料
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
借
金
返
済
に
関
し
て
お
悩
み

の
方
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
に
多
重
債
務
者
相

談
を
受
け
た
方
の
約
４
割
は
借

金
の
支
払
い
が
な
く
な
り
、
そ

の
う
ち
半
数
の
方
が
払
い
す
ぎ

に
よ
る
返
還
金
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

と
　
き
　
毎
月
月
末
の
日
曜
開

　
　
　
　
庁
日
（
12
月
は
変
更

　
　
　
　
と
な
る
場
合
が
あ
り

　
　
　
　
ま
す
。
）

　
　
　
　
午
後
２
時
〜
４
時 

　
　
　
　
相
談
は
事
前
に
予
約

　
　
　
　
（
先
着
６
人
）
が
必

　
　
　
　
要
で
す
。

   

詳
し
く
は
、
市
役
所
納
税
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
５
へ
。

弁
護
士
に
よ
る
多
重
債
務
者
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す




